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華誠の動向
華誠が再び 2024 年の LEGALBAND 中国トップ法律事務所と中国トップ弁護士ランキングにランクイ

ン

法律の動向
最高院が民法典婚姻家庭編解釈（二）について意見募集

知的財産権

国家知財局「商標権侵害事件違法経営額計算弁法」意見募集

ネットワークセキュリティとデータ保護
工業情報化部が「サイバーセキュリティ保険モデルサービスプラン目録」を公布

独占と競争
市場監督管理総局が「経営者独占禁止コンプライアンス指南」について意見募集

証券と金融
証券監督管理委員会が上場廃止制度を厳格に実行し、6つの制度規則について意見募集



1995 年の創立以来、「誠実と信用、深慮、勤勉、進取」の企業文化の下、華誠は 400 名以上のエキスパ

ートを有し、全面的なサービスを行う法律サービス集団として発展してまいりました。華誠が常に堅持して

きたハイクオリティのサービス理念と広範囲にわたるサービスの提供により、世界的にも知名度のある多く

の企業が各種法律意見を求める際、及び知的財産権に関するサービスを求める際には、先ず華誠をお選び頂

いております。これは華誠が専門チームを構築し、クライアント様へのハイクオリティで多様なサービスの

提供を続けてきたことによるものであり、全国で最も優秀な法律事務所の 1 つとしても選ばれ、中国トップ

クラスの知的財産権サービスチームの栄誉を獲得しました。

華誠の紹介
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華誠律師事務所は 1995 年に設立され、中国において最も

早くから渉外法律サービスを提供してきた法律事務所の一つ

です。上海に本部を置き、北京、香港、ハルビン、蘭州、煙

台、広州、シカゴ、東京などの地域にて支所又は分室を設立

しております。

20年にわたり、華誠は商事戦略配置、企業運営と管理、

権利商業化及び伝統的な権利行使等の業務分野での抜きん出

た業績で各業界の顧客から好評を博し、認められています。

華誠は顧客の商業利益を重視し、文化娯楽産業、贅沢品業、

ハイテク業、軽工業、重工業及び金融先物業の何れにおいて

も豊富な経験を持ちます。最も早く ISO9001 国際品質体系標

準認証を受けた法律サービス機構として、華誠はサービスプ

ロセスと品質管理を始終厳しく徹底し、一流の渉外事務所の

風格と水準を守っています。

華誠は Chambers and Partners、The Legal 500 等多数

の国際的に認められた法律評価機構から「トップクラスの知

的財産法律事務所」の称号を受けています。それに、華誠は

「全国優秀律師事務所」、「中国において最も信頼できる知

的財産事務所」、「上海市渉外コンサル機構Aクラス資質」、

「上海市契約信用 A+ ランク企業」、「上海裁判所初の一級

破産管理人」等の資質と称号を獲得しました。

華誠の本部は上海に置かれ、北京及び蘭州に支社が設立

されております。華誠の特許代理業務は化学、生物、医薬、

機械、電子、通信、光学、物理、意匠、検索、特許有効性分

析、権利侵害分析、無効宣告請求、訴訟、特許コンサルティ

ング等を含み、クライアント様にサービスを提供する特許代

理部を設立いたしました。各特許代理部の代理人は豊富な代

理経験を持ち、複数の言語で直接案件を処理することができ

ます。

また、華誠は独自に開発した業務管理システムを有し、

通常のファイル管理、時限モニター機能のほか、拒絶理由通

知と回答を分析し、統計する独特の機能を持っており、同

統計データは代理人の業務レベルの評価と仕事改善に利用で

き、かつ依頼人に特許の分析・評価用として提供することが

できます。

華誠律師事務所の紹介

華誠知識産権代理有限公司の紹介
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第 4ページ華誠の動向

華誠が再び 2024 年の LEGALBAND中国トップ法律事務所と中国トップ弁護
士ランキングにランクイン

2024 年 4 月 16 日、有名な法律格付け機関 LEGALBAND は

2024 年度中国トップ法律事務所と中国トップ弁護士ランキ

ングを発表した。

華誠法律事務所はこれまで各分野で優れた業務能力、卓

越した業績のパフォーマンスと良好な業界での評判により、

知的財産権:訴訟、知的財産権:非訴訟、破産更生と清算、

サイバーセキュリティとデータコンプライアンスなど多く

の業務分野で重点的な推薦を受けてきた。長年にわたって

トップの知的財産権訴訟と破産更生と清算分野をリードし

続けてきたほか、華誠は今年度も知的財産権非訴訟とネッ

トワークセキュリティとデータコンプライアンスという 2

つの分野で認められて推薦を受けた。
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法律の動向

最高院が民法典婚姻家庭編解釈（二）について意見募集

4月 7日、最高人民法院は「『中華人民共和国民法典』婚姻家庭編の適用に関する解釈（二）（意

見募集稿）」（以下、「意見募集稿」という）を公布し、現在、社会に向けて意見を募集しており、

締め切りは 4月 30 日でとなっている。

「意見募集稿」は、重婚が原則として効力補正を適用しないこと、当事者の「偽装離婚」の主

張に対する処理、同居・財産売却紛争の処理、婚姻贈与に基づく家屋の処理など、20 のホットな

問題を明確にすることを趣旨としている。このうち、婚姻に基づく不動産贈与の処理について、「意

見募集稿」では以下のことに言及している。婚前又は婚姻関係の存続期間に、一方がその所有す

る家屋を相手方名義又は双方名義に変更登録し、離婚訴訟において、当該一方が相手方に返還を

請求した場合、裁判所は、当事者の請求に基づき、不動産贈与の目的を踏まえて、婚姻関係の存

続期間、離婚の過失、双方の経済状況等の事実を総合的に考慮し、当該家屋を一方の所有に帰す

ると判決し、かつ住宅市場価格を参考にして家屋を獲得した一方が他方に適切に補償しなければ

ならない。ただし、双方に特段の約定がある場合を除く。

（最高人民法院　より）

商務部が全国及び自由貿易地区版クロスボーダー
サービス貿易マイナスリストを発表

3 月 25 日、商務部は「クロスボーダーサービス貿易特別

管理措置（ネガティブリスト）2024 年版）」と「自由貿易

試験区クロスボーダーサービス貿易特別管理措置）ネガテ

ィブリスト）2024 年版）」）を公表し、いずれも 2024 年 4

月 21 日から施行された。

「リスト」は農林牧漁業、建設業、卸売と小売業、交通運輸、

倉庫と郵便業、情報伝達、ソフトウェアと情報技術サービ

ス業、金融業、賃貸とビジネスサービス業、科学研究と技

術サービス業、教育、衛生と社会的事業、文化、スポーツ

と娯楽業など 11 のカテゴリーに及んでいる。そのうち、全

国版クロスボーダーサービス貿易ネガティブリストは合計

71 条、自由貿易試験区版クロスボーダーサービス貿易ネガ

ティブリストは合計68条である。具体的に見ると、「リスト」

は国民経済業界別に分類され、国外のサービス提供者がク

ロスボーダー方式（越境納入、国外消費、自然人移動モデル）

でサービスを提供する特別管理措置を統一的に列挙してい

る。

（商務部　より）
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国家知財局「商標権侵害事件違法経営額計算弁法」意見募集

4月 12日、国家知識産権局は「商標権侵害事件違法経営額計算弁法（意見募集稿）」（以下、「意

見募集稿」という）を起草し、現在、社会に向けて意見を求めており、意見のフィードバックは 5

月 15 日までとなっている。

「意見募集稿」の主な内容には以下のことが含まれている。1. 制定の目的と法的根拠、適用主

体と事件の範囲、原則準拠等の内容を明確化。2. 違法経営額の定義を明確化。3. 違法経営額の一

般的な計算基準（販売済み商品、未販売商品、市場基準価格及びサービスの商標権侵害違法経営

額の計算を含む）を細分化規定。4. 複雑な権利侵害の状況における違法経営額の計算基準を明確

化（工事・材料請負の権利侵害、景品の権利侵害、リファービッシュの権利侵害、商標標章の権

利侵害、権利侵害の幇助、賃貸の権利侵害、宣伝の権利侵害、許諾の権利侵害な等の状況を含む）。

5. 実際の違法経営額を検証できない場合の処理について規定。6. 複数回の権利侵害違法経営額の

累計計算を明確化。7. 違法経営額に算入しない特別な情状を明確化。

（国家知識産権局　より）

知的財産権



第 7ページネットワークセキュリティと
データ保護

工業情報化部が「サイバーセキュリ
ティ保険モデルサービスプラン目録」
を公布

4 月 10 日、工業情報化部弁公庁は「サイバー

セキュリティ保険モデルサービスプラン目録」

（以下、「目録」という）を公布した。

「目録」は企業類プランと製品サービス類プ

ランの 2 種類をカバーしている。前者には「ク

ラウド上安心」サイバーセキュリティ保険サー

ビスプラン、「クラウドネット安心」クラウド

サービス企業サイバーセキュリティ保険サービス一体型ソリューション、産業サプライチェーン

サイバーセキュリティ保険サービスプランなど 36 項が含まれている。後者には、インターネット

脅迫向け保障プランのサイバーセキュリティ保険サービスプラン、サイバーセキュリティ端末（ホ

スト）保護類製品 + サイバーセキュリティ保険プランなど 13 項目が含まれている。各プランにつ

いて、「目録」では、牽引申告機関などの情報が記載されている。各関係機関は「目録」組織を

踏まえてサイバーセキュリティ保険サービスの試験的作業を組織・展開し、サイバーセキュリテ

ィ保険サービスモデルの確立を模索する。

（工業・情報化部　より）

インターネットセキュリティ委がサイバーセキュリティ製品の相互接続資産
情報の効率的な統合を促進する文書を公布

3 月 26 日、全国サイバーセキュリティ標準化技術委員会は「サイバーセキュリティ標準実践指

南 --- サイバーセキュリティ製品相互接続　資産情報フォーマット」（以下、「指南」という）

を公布した。

「指南」によると、ネットワークセキュリティ製品の相互接続には相互接続機能と相互接続情

報が含まれる。そのうち、相互接続情報のタイプは主に6種類に分類され、資産情報、脆弱性情報、

脅威情報、行動情報、警告情報及びインシデント情報が含まれる。本「指南」ではネットワーク

セキュリティ製品の相互接続資産情報の記述フォーマットを規定しており、ネットワークセキュ

リティ製品の設計、開発、応用及びテストに適用される。「指南」では、資産情報は資産通用情

報と資産拡張情報から構成され、 資産通用情報には、基本情報、位置情報、ネットワーク情報等

が含まれ、資産拡張情報には、デバイス類拡張情報、オペレーティングシステム類拡張情報等が

含まれることを明確にしている。

（全国サイバーセキュリティ標準化技術委員会　より）
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データ保護

国家インターネット情報弁公室が「デ
ータ越境流動の促進と規範化に関する
規定」を公布

3 月 25 日、国家インターネット情報弁公室は

「データ越境流動の促進と規範化に関する規定」

( 以下「規定」という ) を公布し、公布日から

施行した。

「規定」の主な内容は以下の通りである。1.重

要データ越境移転安全評価申告基準を明確にす

る。2. データ越境移転安全評価の申告、個人情

報越境移転基準契約の締結、個人情報保護認証

の通過を免除するデータの越境移転活動条件を

明確にする。3. 自由貿易試験区のネガティブリ

スト制度を設立する。4. データ越境移転安全評

価を申告し、個人情報越境移転基準契約を締結

し、個人情報保護認証を通過したデータの越境

移転活動条件を調整する。5. データ越境移転安

全評価の結果の有効期間を延長し、データ処理

者が評価結果の有効期間の延長を申請できる規

定を増やす。「規定」によると、「緊急の場合、

自然人の生命・健康と財産の安全を保護するた

めに、確かに国外に個人情報を提供する必要が

ある」などの 6 種類のデータ越境移転活動はデ

ータ越境移転安全評価の申告、個人情報出国標

準契約の締結、個人情報保護認証の通過を免除

する。

（国家インターネット情報弁公室　より）
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市場監督管理総局が「経営者独占禁
止コンプライアンス指南」について
意見募集

3 月 22 日、国家市場監督管理総局は「経営者

独占禁止コンプライアンス指南（意見募集稿）」

（以下、「意見募集稿」という）を修正して作

成し、社会に向けて意見を求めた。意見のフィ

ードバックは現在既に締め切りとなっている。

「意見募集稿」には、総則、コンプライアン

ス管理組織、コンプライアンスリスク管理、コ

ンプライアンス管理の運営と保障、コンプライ

アンスインセンティブなどが含まれている。そ

のうち、コンプライアンス管理機構について、

「意見募集稿」では、独占禁止コンプライアン

ス管理機構は一般的には、コンプライアンス管

理機構、コンプライアンス管理責任者、コンプ

ライアンス管理リーダー部門から構成され、経

営者は実際に独占禁止コンプライアンス管理構

造を構築することを踏まえて、意思決定、管理、

実行の 3 つのレベルで相応の独占禁止コンプラ

イアンス管理責任を分けることができると規定

している。法的責任のリスクについては、「意

見募集稿」は、独占協定行為に従事した場合の

法的責任、市場の支配的地位の濫用行為に従事

した場合の法的責任、事業者結合を違法に実施

した場合の法的責任の 7 種類の異なる責任を提

示している。

（国家市場監督管理総局　より）

市場監督管理総局が事業者結合簡易
案件独占禁止審査申告書等の改訂へ

4 月 9 日、国家市場監督管理総局は改訂後の

「事業者結合簡易案件独占禁止審査申告書（改

訂版）」と「事業者結合簡易案件公示表）（改

訂版）」を公布するとともに意見募集稿を作成

し、社会に向けて意見を求めた。意見のフィー

ドバックは 4 月 22 日までで締め切りとなって

いる。

意見募集稿によると、今回の改訂は事業者結

合簡易案件制度の役割をよりよく発揮し、経営

主体の申告を容易にし、申告のコストを下げる

ことを趣旨としている。そのうち、「事業者集

中簡易案件独占禁止審査申告書」の募集原稿に

は、取引名、取引の性質、申告の根拠、簡易審

査手続の適用を申請する理由、結合に参加する

事業者、取引に参加するその他の事業者、結合

取引の概況、結合による関連市場競争への影響

等の 14 項目の内容と承諾書が含まれており、

文末脚注方式を用いて記入の注意事項について

説明を行った。

（国家市場監督管理総局　より）
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証券監督管理委員会が上場廃止制度を厳格に実行し、6つの制度規則につい
て意見募集

4月15日、中国証券監督管理委員会は「上場廃止制度の厳格な実行に関する意見」（以下、「意見」

という）を公布し、かつ「『科学技術革新属性評価指針（試行）』の改正に関する決定（意見募集稿）」、

「『中国証券監督管理委員会無作為抽出事項リスト』の改訂に関する決定（意見募集稿）」など 6

つの制度の規則の意見募集稿を起草し、現在、社会に向けて意見を求めており、意見のフィード

バックはいずれも 4月 27 日までとなっている。

「意見」では、ストック上場会社全体の品質向上に着目し、上場廃止基準を厳格化することで、「ゾ

ンビ・シェル」と「集団に害を及ぼす者（中国語：害群之馬）」を一掃する力を高め、「シェル」

の資源価値を削減する。同時に、多元的上場廃止ルートを広げ、上場廃止会社の投資家の保護を

強化する。具体的には次のいくつかの面が含まれている。1.上場廃止の基準を厳格に強制する。2.多

元的上場廃止ルートを更にスムーズにする。3.「シェル」の資源価値を削減する。4. 上場廃止の

監督管理を強化する。5. 上場廃止の投資家の賠償・救済を着実に行う。

（中国証券監督管理委員会　より）


